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一般社団法人日本養鶏協会鶏卵生産者経営安定対策事業業務方法書 （以下「方法書」という。）

に基づく事業を、適正かつ円滑に実施するため、本細則を定める。

（積立金及び協力金の未納者への対応等）

1. 毎事業年度の各四半期 (4月~6月、7月~9月、10月~12月、1月~3月をいう。以下同じ）開始

前に当該四半期の契約数量に応じた額を納付させることに際しては、以下により行うものとする。

(1)年次契約のご案内(3月上旬）等に合わせ、各四半期開始前の月の10日 （第1四半期分につい

ては原則として3月20日）までに納付するよう依頼するとともに、各四半期開始前までに納付しな

い場合には、以下の結果が生じる旨を書面で通知し、注意喚起をするものとする。

① 契約解除となり価格差補填交付金等の交付を受けられないこと

② 基本契約期間終了後の積立金等の残額を含めて積立金等は返還されないこと
③ 年次契約の全期間において納付すべき積立金を納付する義務が生じていること

④ 契約解除の場合にあっては、基本契約期間における再契約はできないこと

(2) 納付依頼書の発行は、当該四半期の前四半期の期央月の20日とし、納付期限は当該四半期の

前月の10日とするものとする。

ただし、第1四半期にあっては、年度開始前の3月20日を納付期限とする納付依頼書を年度開

始前に発行するものとする。

※当該四半期の前四半期の期央月の20日が土曜・日曜・祝日の場合には、納付依頼書の発

行は当該土曜・日曜・祝日の直前の協会営業日にするものとする。

※納付期限である当該四半期の前月の10日が土曜・日曜・祝日の場合には、当該土曜・日曜・

祝日の直後の協会営業日を納付期限とするものとする。

(3) (2)の納付期限時点での納付が確認されない者に対しては、納付を促すため、速やかに 1 の

(1)の①～④を知らせる通知書を送付するものとする。さらに、各四半期開始の10日前時点で納

付が確認されない者に対し、同様の案内状を送付 （配達証明付）するとともに電話等による案内を

行うものとする。ただし、四半期開始前までに納付する旨の連絡があった場合で、過去の納付実績

から案内状を送付するまでもないと認められる者に対しては、案内状を送付しないことができる。

(4) 各四半期開始前までに納付がない場合には、基本契約及び年次契約を解除する。

ただし、当該四半期開始前までに、やむを得ない事情について理由を明記した納付期限猶予申

立書（細則様式ー 13)が提出された場合にあっては、予め理事会に報告して対処するものとする。









10 I 細則様式 ー 101鶏卵販売実績報告書の修正申告書
【加入生産者が誤って鶏卵販売実績数量
を報告した場合に修正申告する際提出】

11 I 細則様式 ー 11 I経営譲渡合意書
【経営を譲渡し譲受者と合意したときに提出】

12 I 細則様式 ー 121名義人変更届
【法人の加入生産者において代表
者に変更が生じた場合等に提出】

13 I 細則様式 ー 131積立金及び協力金の納付期限猶予申立書
【特別の理由により積立金等の納付期限
猶予の申立をする場合に提出】

加入生産者が誤って鶏卵販売実績数量を報告した場合の修正内容を明確にする
ために提出を求める。

（方法書第2の1の(7)のウ）

加入生産者が経営を譲渡する場合に、権利義務を継承することに合意したことの証明
として提出を求める。
また、誤り交付のないように、振込先銀行口座についても併せて提出を求める。

法人の加入生産者において、代表取締役の変更が生じた場合等に提出を求める。
また、誤り交付のないように、振込先銀行口座についても併せて提出を求める。

加入生産者が特別の理由により、積立金及び協力金の納付期限について猶予の申立が
ある場合に提出を求めて理事会に報告する。

（方法書第2の1の(4)のウ、エ、方法書第2の2の(2)のウ、エ）



細則様式 ー 1(業務方法書別紙様式第2号の農場別内訳）

一般社団法人日本養鶏協会殿

農場別契約数量内訳表

令和 年 月 日

(2箇所以上農場所有者又は、契約書所在地と農場所在地が違う場合にも記載してください）

養鶏場名 所 在 地

合 計

加入生産者番号K
郵便番号
住 所
法人名
氏名又は代表者名
電話番号
携帯番号
FAX番号

鶏舎収容可能 採卵鶏
羽数 （羽） 羽数（羽）

羽当り月別
数量(kg)

夫和刈啄筍重
備月間数量 四半期数量 年間数量

考

























細則様式ー9

一般社団法人 日本養鶏協会 殿

申請日・加入生産者番
号・住所・氏名 ・報告月 
のご記入をお願いしま
工

住 所

氏 名

戸
令和 年 月 日

加入生産者番号K

鶏 卵 販 売 実 績 報 告 書 (
 

月分）

,
日[

x分
販売実績 小口販売実績 合 計

数量 kg 金額（円） 数量 kg 金額（円） 数量 kg 金額（円）

1 

2 ／ • 小口販売実績以外の日々の ヽ ・庭先販売、ネット販売、自

3 販売数量をご記入下さい 動販売機、道の駅等により
直接消費者に販売した実績

（※証拠書類が1週間ごと又は があれば、ご記入下さい
4 10日ごとなどである場合は日

5 ごとに案分せず、該当日に記 ・整数（小数点以下切り捨
載して下さい） て）で記載下さい。

6 ・破卵等を販売されている場合 ヽ

7 
は含め、他社仕入れ卵は、除
外して記載ください。

8 ヽ ・整数（小数点以下切り捨て）
j 

， 

10 

11 

12 

13 

14 

15 ヽ

16 
・販売実績については、会計検査院から客観的事実に基づく数量を記載するよう指導

を受けています。
17 ・販売伝票等の証拠書類に基づき販売数量を記載下さい。

・販売伝票・帳簿・野帳等の証憑は7年間お手元に保管下さい。
18 ・小口販売の証拠書類としては、パック卵等の日々の販売個数に当該鶏卵の平均卵重(GP等
19 ヽ ヽ

20 

21 

22 ・当該実績報告書の様式は養鶏協会のホームページに掲載いたします。

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

消費税 ｀ 

合計 可報告書の金額欄に記載出来なかった消費税を記入して下さい（外税など） I 












